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第４回 人間中心のＡＩ社会原則検討会議議事録 

 

１.日 時 平成 30 年７月 31 日（火）10:00～12:00 

 

２.場 所 中央合同庁舎第４号館 第１特別会議室 

 

３.出席者 

議長 須藤   修 東京大学大学院情報学環教授 東京大学総合教育研究センター長 

副議長 北野  宏明 一般社団法人日本経済団体連合会未来産業・技術委員会ＡＩ活

用原則TF主査 株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所

代表取締役社長 

構成員 安宅  和人 ヤフー株式会社CSO 

 同 岩本  敏男 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役 

 同 浦川  伸一 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員 

 （中林 紀彦 SOMPOホールディングス株式会社チーフ・データサイエンティス

ト 代理出席） 

 同 江間  有沙 東京大学政策ビジョン研究センター特任講師 

 同 大屋  雄裕 慶應義塾大学法学部教授 

 同 木俵   豊 情報通信研究機構知能科学融合研究開発推進センター長 

 同 近藤  則子 老テク研究会事務局長 

 同 関口  智嗣 産業技術総合研究所理事 

 同 中川  裕志 理化学研究所革新知能統合研究センターグループディレクター 

 同 永沼  美保 日本電気株式会社技術イノベーション戦略本部レギュレーショ

ン調査室エキスパート 

 同 羽鳥   裕  公益社団法人日本医師会常任理事 

 同 平野   晋 中央大学総合政策学部教授 大学院総合政策研究科委員長 

 同 福岡 真之介 西村あさひ法律事務所弁護士 

 同 堀   浩一 東京大学大学院工学系研究科教授 

 同 松尾   豊 日本ディープラーニング協会理事長 

 （佐藤  聡 日本ディープラーニング協会理事 代理出席） 
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 同 丸山   宏 株式会社Preferred Networks PFNフェロー 

 

参考人 久世  和資 日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員 最高技術責任者 

 同 田丸 健三郎 日本マイクロソフト株式会社業務執行役員NTO 

 同 山口 奈々子 グーグル合同会社公共政策部シニアアナリスト 

 

関係府省 赤石  浩一 内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 

 同 佐藤  文一 内閣府大臣官房審議官 

 同 新田  隆夫 内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付参事官 

 同 今川  拓郎 総務省情報流通行政局情報通信政策課長 

 同 井上  知義 総務省情報通信政策研究所長 

 同 原   克彦 文部科学省研究振興局参事官（情報担当） 

 同 浅沼  一成 厚生労働省大臣官房厚生科学課長 

 同 松田  洋平 経済産業省商務情報政策局情報経済課長 

 同 松本 真太郎 経済産業省産業技術環境局研究開発課産業技術プロジェクト推

進室長 

 同 檜山  洋平 国土交通省大臣官房技術調査課課長補佐 

 同 菊池  健秀 国土交通省総合政策局技術政策課専門官 

  

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ 庄﨑  未果 内閣官房副長官補日本経済再生総合事務局企画官 

同 樫尾   洵 内閣府知的財産戦略推進事務局参事官補佐 

同 髙倉  秀和 内閣府宇宙開発戦略推進事務局参事官 

同 丸山  和子 個人情報保護委員会事務局参事官補佐 

 

４.議題 

 （１）国内外の動向 

（２）外資系ＩＴ・ネット企業の考えるＡＩ倫理や課題について 

（３）アウトプット素案について 

（４）意見交換 

（５）今後のスケジュール 
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５.配布資料 

【資料１】 ＡＩ利活用原則案（総務省資料） 

【資料２－１】 参考人プレゼン資料（マイクロソフト） 

【資料２－２】 参考人プレゼン資料（IBM） 

【資料２－３】 参考人プレゼン資料（Google） 

【資料３】 今後のスケジュール 

 

机上資料１ アウトプット作成に向けた論点 

机上資料２－１ アウトプットに関する構成員資料（北野副議長） 

机上資料２－２ アウトプットに関する構成員資料（北野副議長） 

机上資料２－３ アウトプットに関する構成員資料（中川構成員） 

机上資料２－４ アウトプットに関する構成員資料（福岡構成員） 

机上資料２－５ アウトプットに関する構成員意見（山川構成員） 

机上資料３ (ディスカッションペーパー)アウトプット素案例と論点 

机上資料４ 第３回人間中心のＡＩ社会原則検討会議議事録（案） 

 

６.議事 

【須藤議長】 

 それでは定刻になりましたので、第４回人間中心のＡＩ社会原則検討会議を開催させていた

だきます。 

 本日は暑い中、またご多忙のところお集まりいただきまして本当にありがとうございます。 

 本日は、株式会社エヌ・ティ・ティデータの岩本構成員、東京大学の江間構成員が初参加さ

れておりますので、一言ずつご挨拶を頂きたいと思います。 

 まず、岩本構成員より１分程度でお願いいたします。 

 

【岩本構成員】 

 岩本でございます。なかなか忙しくて、本日初めてになってしまいましたが、これまでの活

動は全部フォローさせていただいているつもりです。 

 私も先週２週間ぐらい米国、欧州を回っていろいろな方々とＡＩについても議論してきまし
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たけれども、ここで議論されているような、ＡＩをどういう社会に持って必要な世界にするか

というのは重要だと思います。 

 一言申し上げるとすると、レイ・カーツワイルが言った、例の「シンギュラリティ」という

言葉があって、これは人によっていろいろ理解が異なっているところもあります。彼が言って

いることを、私も彼と話をしてよく理解しているつもりなのですが、小さくタイトルの下に、

When Humans Transcend Biologyと書いてあるのです。つまり、人類が生物学的な存在を超え

るとき、ということですが、これは決して人間の脳の中にチップを埋め込んで人間を改造して

しまおうとかそういうことまで言っているわけではなく、ここで議論されているように、ＡＩ

が一律的に動く社会の中で人類の社会がどうなっていくか、そのときにシンギュラリティは来

るというのが彼の言いたいことだと私は思っておりまして、そういったことをこのような会議

で議論できるのは大変いいことだと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうござい

ました。 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、江間構成員、１分程度でご挨拶をお願いいたします。 

 

【江間構成員】 

 初めまして、よろしくお願いします。東京大学の江間と申します。 

 以前の内閣府の会議へも参加させていただいておりまして、総務省の会議も末席で議論に参

加させていただいております。 

 どちらかというと産業技術研究の方が多い中で、おそらく、数少ない方の社会科学よりの、

どちらかというとフィールド調査のようなことをやっている人間だと思いますので、そういっ

た点から貢献できればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございました。お二方ともよろしくお願い申し上げます。 

 事務局に人事異動がございましたので、自己紹介をお願いいたします。 

 まず、赤石統括官、お願いいたします。 
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【赤石統括官】 

 この度、新しく統括官を拝命いたしました赤石でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【須藤議長】 

 続きまして、佐藤審議官、お願いいたします。 

 

【佐藤審議官】 

 佐藤と申します。よろしくお願いいたします。 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございます。お二人新たに加わっていただきました。よろしくお願いいた

します。 

 本日は、外部のプレゼンターとして日本マイクロソフト株式会社から田丸業務執行役員NTO、

日本アイ・ビー・エム株式会社から久世最高技術責任者、グーグル合同会社から山口シニアア

ナリストにご出席を頂いております。後ほど、お三方にはプレゼンテーションいただき、メン

バーと討論をさせていただければと思います。ありがとうございます 

 最初に、配付資料の確認をお願い申し上げます。 

 

【新田参事官】 

 事務局を務めます内閣府の新田でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

 本日の資料でございますけれども、資料１、プレゼン資料として資料２－１、２－２、２－

３、スケジュールとして資料３、それから机上のみでございますけれども、ディスカッション

ペーパーとして机上資料１、構成員の皆様からのご意見に関する資料として資料２－１から２

－５として、最後に、前回提示いたしましたアウトプットのたたき台として机上資料３、前回

議事録案として机上資料４を配付してございます。 

 過不足等ございましたら、事務局までお申し出願います。 

 以上です。 

 

【須藤議長】 
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 ありがとうございます。 

 本日の会議は公開で進めさせていただきます。報道の方も場内に入っていただいております。 

 私の方から一言。岩本構成員からお話ありましたように、いろいろ動いておりますが、その

中で日本独特といいますか、世界に打って出られる独自のアスペクトあるいはシーズは何かと

いうことが重要になろうかと思います。その意味では、政府でよく検討していただいています

ように、少子高齢化という課題先進国であることを逆手にとって、そのためにＡＩは何ができ

るか、から、ＡＩを積極的に導入するための制度改革として何が必要か、またＳＤＧｓは極め

て重要で、政府だけではなく経団連や各企業の幹部の方からも伺っておりますが、ＳＤＧｓで

何ができるかというのは各社とも結構中身を掘り下げて考えていただいています。東京大学で

も五神総長は、東京大学がＳＤＧｓにいかに貢献できるかということを非常に重視されていま

す。 

 その中で我々は、こういった産学官の連携で、例えばアジアあるいはアフリカ等でどうやっ

て貢献できるか。これは中国や米国などとも協働しなくてはいけないとは思いますけれども、

課題があるからこそ、先にその課題へのソリューションを示すことによって、そのプラットフ

ォーム等をアジアで国際展開することができるのだろうと思います。それがSociety 5.0のグ

ローバル展開ということになりますので、そういう視点も踏まえてご議論を頂ければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ですが議題１の前回会合以降の国内外の動向ということで、総務省よりＡＩ

利活用原則案について簡単にご説明をお願いいたします。 

 

【総務省 井上所長】 

 総務省の井上でございます。 

 お手元の資料１に基づいてご説明したいと思います。これは、平成30年７月17日に公表いた

しましたＡＩネットワーク社会推進会議の報告書2018の概要でございます 

 １ページ目に検討の背景を示しておりますが、ＡＩの便益の増進、リスクの抑制のための取

組として中長期的な視点で検討が必要、という問題意識の下で産学官民の幅広い関係者の参画

を得て、ＡＩネットワーク社会推進会議での検討を実施してまいりました。 

 ２ページ目に構成員のリストがございます。 

 議長は、須藤修先生に務めていただいております。構成員は、幅広く多くの学識経験者、民

間の事業者の方々に参画していただいております。４名の顧問の方々、そして関係府省庁・機
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関等にオブザーバーとしてご参画いただいております。 

 ３ページ目、検討の経緯でございます。 

 ３年前から検討に着手してまいりました。平成28年のＧ７香川・高松情報通信大臣会合にお

きましては、「ＡＩ開発原則」のたたき台を紹介させていただき、ＡＩに関する国際的な議論

を進めることにつきまして参加各国から賛同を得られたところでございます。 

 昨年10月からは、「開発」と表裏の関係にあります「利活用」に焦点を当てまして、本年７

月、ＡＩ利活用原則案を含む報告書2018を公表しております。 

 ４ページ目に、報告書2018の概要をお示ししております。 

 分野別評価あるいはエコシステムというフレームワークの下で様々なユースケースを分析し

て便益・リスクを評価してまいりました。 

 また、ＡＩネットワーク化に着目いたしまして、課題を抽出しております。抽出に当たり、

例えば個別の事業者のトラブル等がシステム全体に波及するおそれ、連携・調整が成立しない

おそれ、少数のＡＩの影響力が強くなり過ぎることなどへのおそれなどを考慮いたしておりま

す。そして、これらの検討プロセスを経て、ＡＩ利活用原則案を提示いたしました。 

 国内では、本検討会議と十分連携をとらせていただきながら、国際的にはＯＥＣＤ、Ｇ７、

Ｇ20での議論に貢献していきたいと考えております。 

 ５ページ目、６ページ目の説明は省略させていただきまして、７ページ目で関係する主体を

整理しております。 

 利用者につきましては、業として他者にサービスを提供する者であるＡＩサービスプロバイ

ダと最終利用者の２つに大きく分けております。 

 また、これとは別に、例えば医療現場で利用されるＡＩにおいては、医者を受診する患者な

どは、患者自身が直接ＡＩサービスを利用するわけではないという意味で、間接利用者として

整理しております。 

 その他、データ提供者、第三者、開発者等というカテゴリ分けをしております。 

 そして８ページ目、ＡＩ利活用原則案でございます。 

 国際的な議論のためのものとして、非規制的、非拘束的なもの、いわゆるソフトローとして

取りまとめをしております。 

 原則は10個提示しております。全てリスクの抑制に関係するものですが、最初の３つにつき

ましては便益の増進にも関係すると考えております。 

 幾つか見繕ってご説明すると、②の適正学習の原則につきましては、利用する過程でＡＩが
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学習を通じて振る舞いが変化するという特徴を踏まえた原則でございまして、例えば不適切な

データを用いて学習すると、セキュリティ面が脆弱になるなどのおそれを回避するということ

を念頭にしております。 

 ⑧の公平性の原則でございますが、人種や性別等で不当に差別されないようにするための原

則として、悪質なデータが紛れ込むことを防ごうとするものでございます。 

 ⑨の透明性の原則でございますが、ＡＩがブラックボックス化することで事故が生じた場合、

事故の経緯や責任の所在の特定が困難になるリスクを防ごうとするものでございます。 

 以上が10のＡＩ利活用原則案でございました。 

 最後に11ページ目では、現在の海外における主な取組を簡単にまとめたものをお示ししてお

ります。産学官で様々な取組が進んでおります。規制色の強いルールを志向する流れのものも

ありますが、ＡＩはこれから加速して進歩していく技術と考えておりますので、自発的・非拘

束的な原則として浸透させることが産業界のニーズにも合致するものと考えております。 

 今後につきましては、進展の著しい中国などの動きにも十分注目しながら、関係省庁と連携

して国際的な議論の場での積極的な情報発信に努めてまいりたいと思います。 

 説明は以上でございます。 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございます。 

 ただいま報告書2018の概要をご説明いただきましたが、私はＡＩネットワーク社会推進会議

の座長であるため、政府から報告を頂戴しまして、官房長官から高く評価をしていただいたと

のことです。 

 それでは、ただいまのご説明に対して何か質問等があればおっしゃっていただきたいと思い

ます。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、どうもありがとうございます。 

 議題２に移らせていただきたいと思います。 

 本日は、外資系のＩＴネット企業からマイクロソフト、IBM、グーグルのお三方にご出席し

ていただいております。それぞれのお考えになっているＡＩ倫理、課題に対する考え方につい

てプレゼンを頂き、後ほど、構成員の皆様と意見交換をさせていただければと思います。その

際、事務局からも何かご質問があれば、いただきたいと思います。 

 日本マイクロソフトの田丸様、日本アイ・ビー・エムの久世様、グーグルの山口様の順でお
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一人10分程度でプレゼンをお願い申し上げます。 

 それでは、まず田丸様からお願い申し上げます。よろしくお願いします。 

 

【日本マイクロソフト 田丸氏】 

 日本マイクロソフトの田丸でございます。 

 私からは、日本マイクロソフトだけでなくて、グローバルのマイクロソフトとして、ＡＩ活

用に関連する開発を含む考え方についてご説明をさせていただければと思います。 

 まず、１ページの表の「保証できるＡＩの実現のために」についてご説明させていただきま

す。ＡＩ、多くの場合は深層学習を指しておりますが、現在においてもアルゴリズム、その構

造から実際にどのようなロジックでどのように推論がなされているのかということを説明でき

ず、研究が必要な分野が多くございます。そのようなところも含め「保証できるＡＩの実現の

ために」様々な活動を進めてございます。 

 ２ページでございますが、私どもがこのＡＩの活用をどのように考えているのか、こちらの

スライドでご説明をさせていただければと思います。 

 見ていただきましたとおり、ＧＤＰの成長率をグラフとして表しているのが、このスライド

になります。今後ＡＩの活用が加速していくことによって、ＡＩによって新たに創出される経

済活動のポーションが非常に大きいと予測されています。ＩＴ企業の一つとして、この点から

も担うべき責任が大きいと弊社は考えております。 

 ３ページでございますが、従来の機械学習と昨今の深層学習との大きな違いとしては、こち

らに書いてありますような画像、音声、自然言語など従来の技術では品質を担保することが難

しかった分野において、深層学習という、非常に高い汎化性能を持ったアルゴリズムの登場に

よりこれらの分野における可能性が大きく広がってきたことだと思います。 

 ４ページでございますが、先ほどご説明させていただいたように、画像、音声など様々な対

象を扱えるようになったことで、教育、医療をはじめ様々な分野にこれらの技術を適用しよう

という試みが非常に盛んになってきているということは明らかだと思います。 

 ５ページは本来動画なのですが、どのような動画かを口頭でご説明させていただきたいと思

います。 

 これは、全盲の方がカメラを内蔵した眼鏡をかけていて、そのカメラに触れることによって

自動的に写真が撮影され、スマートフォン経由でクラウドに送付されるようになっています。

そして、クラウド側のＡＩのエンジンで画像を分析し、何が写っているのかを説明して、音声
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に変換し、またスマートフォン経由でその人に送るというソリューションになっています。こ

れは具体的に何を実現しているかといいますと、ＡＩが見て、それを理解して、音声に変換で

きるということから、全盲の方でも、目の前で何が起きているのかを理解できる、そのような

ソリューションになっております。 

 こういったＡＩの活用によって、障害を持っていらっしゃる方々の活動はじめ、その可能性

を広げるということが実現できている一つの例ではないかと思っております。 

 ６ページでございますが、マイクロソフトは、ＡＩを人の可能性、創造性、様々な前向きな

可能性に活用していく、そのためにＡＩをデザインしていく、ということをＡＩ活用における

大きなビジョンとしております。 

 ７ページが、弊社サティア・ナデラがどのようにＡＩ活用についてご説明させていただいて

いるかというスライドになります。 

 ８ページが、マイクロソフトとＡＩの関係について、弊社の現在のビジネスの中心がプラッ

トフォームであることを説明した図になります。これはクラウドプラットフォームであり、Ａ

Ｉのためのプラットフォームです。様々な方々にＡＩ活用で必要となるデータ収集から学習、

推論実行のための環境など様々なサービスを提供するプラットフォームとしての位置付けにな

ります。 

 もう一つはＡＩ活用についてです。一言でＡＩ活用と言いましても、深層学習のフレームワ

ーク等によるローレイヤから活用されるケースから、既に学習済みのＡＩのモデル、エンジン

を活用するケースなど、様々かと思います。マイクロソフトでは、ローレイヤでの活用から既

に学習済みのＡＩのモデル、エンジンの実行まで、下から上までを提供する、それらを活用い

ただくためのツール群を含めご用意させていただいております。 

 もう一つは、ＡＩを活用したビジネスソリューションという形でご提供することを中心とし

たビジネスです。 

 このようなＡＩの活用について、原則、方針及び法律の視点から弊社がどのように考えてい

るのかをご説明させていただきたいと思います。 

 スライド10ページでございますが、「信頼されるＡＩのために」について説明させていただ

きます。 

 ＡＩの活用が進むにつれて、ＡＩに対しての不安や、信用できないといったことではＡＩの

活用は当然進まないわけでございます。弊社としては信頼されるＡＩ実現のためのフレームワ

ークとして大きく８つの分野に整理をしております。 
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 まず責任、透明性、そしてその上に公平性、信頼性、プライバシー、セキュリティ、インク

ルーシブと、大きく８つの分野に整理をして、それぞれの取組を行っております。 

 まず、「公平性」について、スライド11ページをご覧ください。 

 公平性は、非常に難しい問題だと考えております。 

 右側の絵は非常に有名な例でございますが、人種や肌の色によって、年齢等の認識率、精度

に大きな開き、誤差があるということで報道された例でございます。ＡＩのアルゴリズムだけ

ではなく、それを学習させるためのデータをどのように公平性を持って集め、それを活用して

いくのかが重要であることを示しています。 

 一方でＡＩの学習で使用するデータ、我々の場合、インフォメーションドメインというよう

な言い方をしておりますが、何をもって公平なデータと考えるのか、何をもってバイアスのか

かったデータと考えるのか、これらは非常に技術的にも難しい分野でございます。 

 弊社は、こういったバイアスそのもの、影響をどのように考えるのか、どのように評価をす

るのかということを含め、その開発プロセス、またその仕組みの中でどうこれを扱っていくの

かを検討、そして対応していくフレームワークの実装も進めております。 

 最終的には、やはり人によるレビュー、そしてレビューする人のドメイン知識というものが

非常に重要ではないかと考えており、これらについてもプロセス構築の中で考慮しています。 

 12ページですが、「信頼性と安全性」ということでは、バイアスとも共通した課題ではあり

ますが、トレーニングデータをどのように評価していくのかについても重要と考えています。

データを学習させた結果についても継続的に検証、モニタリングをする。また、そのＡＩのモ

デル、エンジンを活用したソリューション、システム等の振る舞いについても、常にモニタリ

ングをする。当然、予期しない状況を想定したデザインをすることが今後のＡＩ活用において

は必須だと考えております。このような中で、弊社は、常に人が介在する仕組みというものを

導入してございます。 

 13ページですが、「プライバシーとセキュリティ」についてご説明させていただきます。法

令を順守する、法令に従う、守るということは当然のことではございますが、データの収集、

使用、及びその管理を含む透明性を担保することも重要です。どのように収集し、管理してい

るのか、これを社内だけではなく社外に対してもその透明性を確保することによって、プライ

バシー、セキュリティ、これらを向上、担保することに寄与し、またそれを可能にすることで

あると考えております。 

 ＡＩの学習、アルゴリズムそのものもそうですが、プライバシー及びセキュリティのための
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匿名化、非識別化技術はまだＡＩのアルゴリズムとしては技術的な課題が非常に多い分野でご

ざいます。暗号化された状態での学習、匿名、非識別化された状態での可能な範囲での学習と

いうものがどういったものなのかというような研究も併せて進めております。 

 14ページですが、「インクルーシブ」については、これまでご説明させていただいた内容と

幾つか重なる部分もございますが、やはりＡＩの活用において、障害を持つ方や、様々な全て

の方にＡＩを活用いただけるような仕組み、サービスを提供するということが重要だと考えて

おります。これはＡＩに限ったことではございませんが、特にＡＩの研究・活用においては重

要だと考えております。 

 次に、15ページですが、「透明性」についてです。 

 透明性を完全に担保するためには技術的な課題が非常に多くありますが、データの公平性な

どが仮に担保されたとしても、それを学習済みのモデル、ＡＩのエンジンがどのように判断し

たのか、どういったロジックといいますか仕組みで、結果が導き出されたのかというようなこ

とを、理解可能にするというようなことも、ＡＩの活用を加速する上で透明性という観点から

非常に重要だと考えております。 

 次に16ページ「責任」についてです。 

 やはり最終的に人が責任を負うシステムの運用が重要だと考えております。システムのデザ

インにおける規範の継続的な監視や内部監査、ＡＩの研究開発における様々な透明性を含む規

範、これらを担保するためのプロセス、研究開発におけるプロセスが非常に重要な要素だと考

えております。 

 17ページは、働き方の改革についてです。ＡＩの活用が進むことによって、経済の在り方、

仕事、働き方など様々に今後影響を与えていくであろうと考えております。これは一般的な予

測とも大きく違わないところだと思いますが、マイクロソフトは、単純にＡＩの開発を進める

だけではなく、ＡＩの活用がより進んだ社会で、どのような仕事の在り方、働き方があるのか

についても研究も進めております。 

 このような研究を通して、仕事の在り方、働き方のスムーズな変革、トランスフォーメーシ

ョンを支援していきたいと考えております。 

 19ページのスライドがＰＡＩ（Partnership on ＡＩ） Missionということで、弊社は、こ

のような様々な活動を弊社の中だけで閉じて行うのではなく、Partnership on ＡＩ、こちら

は本日登壇されるIBM、グーグルをはじめ連携して取り組んでおります。ＩＴ業界でＡＩの研

究開発を行っているのは当然弊社だけではございませんので、このような共通する社会課題に
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おいては、関係企業が連携して協働して取り組んでいくことが重要と考えます。これはその一

つの例でございますが、このような活動を通して信頼されるＡＩの実現に向けた取組を行って

おります。 

 20ページですが、「倫理的枠組みの検討」ということで、やはり広範で継続的なイノベーシ

ョンのためには、マルチステークホルダーによる対話、会話が重要だと考えております。 

 信頼できる人間中心のＡＩのための実用的な原則やベストプラクティスの共有、そして、こ

れまでご説明させていただいた中の技術的な、現状解決できていない様々な課題を解決するた

めにも、継続的な研究開発投資が非常に重要であろうと考えております。 

 また、ＡＩの非常に重要な要素でございます、データの可用性、透明性、そしてこれらの技

術、情報を含めて理解・活用できるためのスキルトレーニングを広く提供していく、このよう

な取組を弊社としては推進していきたいと考えております。 

 弊社からは以上でございます。 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございました。 

 後ほどまとめて意見交換したいと思いますので、プレゼンを続けさせていただきます。 

 続きまして、日本アイ・ビー・エムの久世様よりプレゼンをお願いいたします。 

 

【日本アイ・ビー・エム 久世氏】 

 IBMの久世です。 

 田丸さんからもお話がありました、Partnership on ＡＩにIBMも力を入れていまして、日本

企業としては、ソニーが参加されています。 

 IBMからは大きく３つの原則を世界に発信させていただいておりますが、10分ということで

したので、本日は、最後に発表いたしましたIBM’s Principles for Trust and Transparencyに

ついてご説明させていただきます。 

 資料２-２の青い方が表で、裏面に３つ、ＡＩの話が含まれておりますので、これにつきま

して後半、私どもの基礎研究所でＡＩ研究の責任者を務めております立花の方から具体的に説

明させていただきます。 

 まず、前半私の方から、３つの原則論とその経緯をご紹介させていただきます。 

 IBMはこれまでいろいろなＡＩに関係する研究を長年続けてきたわけですが、一つの集大成
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としまして、2011年２月16日、IBMのリサーチのグランドチャレンジとして、「Jeopardy！

（ジョパディ！）」という米国で50年以上続いておりますクイズ番組で、２人の歴代のチャン

ピオン、ケン・ジェニングスさんとブラッドラターさんと対戦しました。それが一つの技術的

なデモンストレーションでした。 

 その後、医療分野や金融分野、製造分野といった実際の企業と、ＡＩを実際のビジネスや業

務にどうやって使うか、事業実証を３年間続けまして、2014年１月10日、IBMとしましても事

業化のめどが立ったということで、Watsonの事業部、Watsonグループを設置いたしました。 

 以降、全業種、2,000以上のＡＩのアプリケーションということで、世界中でWatsonを活用

いただいております。 

 そういった中で、やはりＡＩには原則原理も要るということで、昨年2017年１月17日、ダボ

ス会議で弊社のCEOのジニ・ロメッティから、IBM’s Principles of Cognitive Eraという原則

の発表をさせていただきました。 

 IBMは当初から、コグニティブという言葉を使っておりまして、これは英語で「認識する」

とか「自覚する」とか、広い意味で人を支援するようなシステムの総称として使っております。 

 ということで、コグニティブの中にはＡＩやデータサイエンス、アナリティクス、ＩｏＴ、

セキュリティ、といったものが含まれております。それが１月17日のダボス会議です。 

 その後、やはりＡＩというのはエンジンだけではなく、データが重要だということで、IBM’

s Principles and Practices to Handle Data Responsibilityというのを2017年10月10日に発

表させていただきました。これは、今年１月のダボス会議でも発表させていただいております。 

 その後、今年2018年５月30日に、お手元にございますIBM’s Principles for Trust and 

Transparencyを発表させていただきました。 

 英語の原文で申し訳ありませんが、日本語に訳しますと意味合いが変わってきたりしますの

で、正しく正確にお伝えするために原文としております。内容につきましてはこの後、立花の

方からご説明差し上げます。よろしくお願いいたします。 

 

【IBM東京基礎研究所 立花氏】 

 東京基礎研究所の立花と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料２-２についてご紹介いたします。 

 こちらはショートバージョンになっておりまして、インターネットのほうにはロングバージ

ョンもございます。また、日本語でも昨年ブログの形で出ております。メッセージとしては大
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きな変化はございません。 

 まず、背景といたしまして、IBMは、企業のお客様向けのビジネスを行う会社ということが

あります。もちろん企業のお客様を相手にし、その企業のお客様がコンシューマー向けにビジ

ネスを提供しているということで、IBMのＡＩがコンシューマーにも届くわけですけれども、

直接のお客様は企業のお客様になります。企業のお客様のためにソリューションを作り、お客

様のデータをお預かりすることが多いです。 

 このPrincipleの中にClientというのが出てきますが、これも企業のお客様だとお考えいた

だきたいと思います。 

 IBMは歴史の長い会社で、1911年から、日本では1937年からビジネスをしておりますが、お

客様企業の信頼を優先してきました。その信頼を守るために、お客様のデータを責任持って管

理し、最新のパワフルな技術を明確な目的を持ってご紹介してきました。それが、今のＡＩの

時代で、IBM WatsonというＡＩになりましても何ら変わらないというのが原則になります。 

 IBMは、お客様のデータとデータから生まれる知見を守るために、透明性を持って扱うため

に、このような行動規範を定義しておりますが、このような行動規範は、弊社としてフェアな

ものだと考えておりますので、ほかの企業にもお勧めしております。いわば、企業と企業の対

等な商取引から必然的に生じてきたフェアな考え方なのではないかと思います。 

 では、裏面の項目１からご説明したいと思います。 

 IBMでは、ＡＩやCognitive Systemが人の知性を拡張するためのものであると考えておりま

す。その発想からＡＩを、時にはAugmented Intelligence、拡張知能の略語であるというよう

にご説明したりすることもあります。 

 ＡＩによる自動化に対して不安を感じられる方も多いのですが、自動化に税をかけたり、イ

ノベーションに罰則を与えたりすることも、未来の労働力、よりよい未来を実現するために決

して効率のいい方法ではないと考えております。 

 IBMでは、ＡＩの恩恵は一部のエリートや富裕層のためではなく、万人に行き渡るべきもの

と信じております。その目的のために、ＡＩの技術を利用して働くのに必要とされるスキルを

世界の人たちが身に付けられるようなイニシアチブに投資をしております。 

 ニューカラージョブという考え方がございます。すなわち、従来型の４年制の大学を中心と

した教育システムではなく、この変化の激しい業界で要求されるスキルを実際に身に付けてい

る方を応援するような教育や人材採用の考え方です。 

 その考え方に基づきまして、実際にIBMでは、一例ですけれども、元軍人の方や別の職種の
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方に再教育をして、ＡＩや機械学習のスキルを身に付けていくというようなプログラムに出資

をしております。このようにして、ＡＩがもたらす恩恵が全員の人たちに及ぼされるようにと

いうふうにしております。 

 項目２のData and insightsという方に移りたいと思います。 

 IBMでは顧客のデータをお預かりすることが多いわけですけれども、お客様のデータは飽く

までお客様のデータ、またそのデータから得られる洞察、知見といったものは、お客様の洞察

や知見であって、お客様のビジネス競争力の源泉でございます。 

 IBMのソリューションを使うために、データやそのデータから得られる知見、競争力を放棄

していただく必要はありません。お預かりしたデータは、最新の技術をもってIBMでお守りし

ます。プライバシーやセキュリティ、ウイルスなどから守るために産官学で情報の共有を進め

ております。 

 お客様のデータをお預かりしますと、政府機関に提出を要求されるというようなシチュエー

ションもございますけれども、一般にIBMでは、そういった求めがあった場合には、お客様企

業と政府機関とで直接交渉していただくことをお願いしております。もちろん法的な処置には

従いますけれども、議論の余地がある限りは議論いたします。 

 Cross－Border Data Flowsというのは、データが世界のどこに置かれ、どこで処理されるべ

きかというのも、やはりお客様が決めるべきだと考えております。データが世界で速やかにど

こでも処理できるように行き来するということは、現在の国際的な商取引において本質的な要

件だと考えております。 

 項目３のNew Technology Including ＡＩ Systemをご説明したいと思います。 

 IBMでは、ＡＩを企業における重要な意思決定に使っていただきたいわけです。そうします

と、やはり企業のお客様としては、意思決定をするに当たって、本当にこれを信じて大丈夫な

のかというところがもちろん問題になってまいります。そういった背景がございますので、Ａ

Ｉの透明性と説明可能性は非常に重視しております。そのＡＩを誰が、どのようなプロセスで

学習させていて、そのデータには何が入っているのか。また、そのＡＩが選択肢として考慮し

た項目は元々何なのか。例えば解が一つ出てきたとして、別の解は何が考慮されたのかといっ

たようなことも明らかにすべきだと考えております。 

 データのバイアス、先ほど人種のお話が日本マイクロソフト田丸様からございましたが、バ

イアスの問題は難しい問題でございます。データを集めますと、そこには必ず何かしらの分布

があり、意図していない分布が紛れ込んでしまうことはあります。その排除というのは、いつ
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までも終わらない、続けなければいけない仕事だと考えております。 

 ＡＩというものは人間、ユーザーや一般の人々が考えるような期待や、その価値観によりよ

くアラインするようにデータセットを集めますし、そのデータセットの中に入っているバイア

スを検出するということ、テストするということは継続的に行ってまいります。 

 ざっとではありますが以上です。 

 ロングバージョンがインターネット上にございますので、よろしければご参照いただければ

幸いです。 

 ありがとうございました。 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございます。 

 続きまして、グーグルの山口様、よろしくお願いいたします。 

 

【グーグル 山口氏】 

 グーグルの山口です。よろしくお願いいたします。 

 本日、資料２-３に基づきまして、私の方から、弊社がグローバルに設定しております弊社

のＡＩ利用における基本方針と、それから責任あるＡＩ利用を促進するために社会全体として

どういうことをしていくべきか、について簡単にご説明させていただきます。 

 まず、ここにいらっしゃる皆様には釈迦に説法ですけれども、弊社としましては、科学の進

歩によってＡＩでいろいろな複雑な問題を解決できるようになってきたとはいえ、同時に、こ

れまで社会全体に埋め込まれていたいろいろな問題が顕在化しておりまして、例えば先ほどお

話があったようなバイアスの問題も、人間社会全体にいろいろな偏見というものが存在してい

るから、マシンもそういった社会を表すデータで勉強しているとそういった結果になってしま

うという問題であります。 

 同時に、ＡＩはこれまで難題とされてきたような、例えば病気ですとかいろいろな社会問題

に異なる角度から取り組む機会も与えてくれておりますので、これをどうやって社会として公

平さを保ち、多様に受け入れられていく環境を作っていくべきかどうかという考えの下、グー

グルの中でＡＩをどうやって活用していくかということで、この基本方針を出させていただい

ております。 

 ＡＩが世界にどのような影響を及ぼすかについては、採用する人々の選択によって決まって
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きます。例えばミュージシャンが観客、目的、会場の制約に応じて楽器や曲を選ぶように、プ

ログラマーや企業は政府による規制や文化的な許容範囲に応じて、どの手法をどういう目的で

使用するかを選択しなければいけません。ＡＩの恩恵をどのように活用するか、ＡＩの開発の

枠組みをどう整備するかについては、最終的には国や社会の決定・選択に委ねられますので、

グーグルとしては、そうした選択や決断をできるだけ支援したいと考えており、本日後半に、

社会の枠組みということでどういった支援を国や社会がしていくと、よりよいＡＩの利用が可

能になるのかということをお話しできればと思います。 

 ２ページから５つのページにわたって弊社の７つの基本理念を掲げさせていただいておりま

す。今年６月に発表したばかりです。 

 グーグルは、この人工知能という分野を熟慮の上、責任を持って開発及び適用し、他社も、

グーグル以外の会社もそれに追随できるように支援する義務があると認識しておりまして、業

界のほかの企業と同様に、グーグルとして重視する基本理念をまとめ、これらの基本理念を精

神的にも実質的にも確実に守っていくために、プロセスとガバナンス構造の構築に取り組んで

おります。 

 それぞれの基本理念について、簡単に触れさせていただきます。 

 １つ目、ＡＩは社会にとって有益でなければならない。人々や社会が享受し得る恩恵が予測

可能なリスクやマイナス面を大幅に上回るように努めます。 

 ２つ目、ＡＩが不公平なバイアスを発生したり、それを助長したりするべきではない。特に

人種、民族、性別、国籍、所得、性的指向、能力、政治的又は宗教的信念などといった繊細な

トピックにおいてＡＩが不当な影響を与えることがないように努めます。 

 ３つ目、ＡＩは、安全性確保を念頭に置いて開発・テストするべきである。適切な慎重性を

組み込み、ＡＩやＡＩセーフティの研究やベストプラクティスをきちんと公表し、開発を行っ

ていくこと。コントロールされた環境下でテストし、運用開始後も動作のモニタリングを行う

ことなどを目指します。 

 ４つ目、ＡＩは人々への説明責任を負う。フィードバックをしたり、関連する説明を求めた

り、異議を唱えたりする機会を提供し、人間による適切な指示及びコントロール下に置きます。 

 ５つ目、ＡＩにはプライバシーデザイン原則を適用するべきである。プライバシー保護が組

み込まれたアーキテクチャを推奨すると共に、データ利用に適切な透明性及びコントロールを

提供します。 

 ６つ目、ＡＩ開発においては、科学的卓越性を追求するべきである。技術革新は、科学的な
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手法とオープンな開発、学問的厳密性、整合性及びコラボレーションへのコミットメントに根

差しています。 

 ７つ目、ＡＩは、これらの基本理念に沿って利用できるようにするべきである。グーグルは

有害若しくは悪質な可能性のあるＡＩの利用を制限するように努めます。 

 こうした７つのＡＩ基本理念を掲げておりますが、実際に理念に沿ったプラクティスを実行

できるかどうかというのは、技術的なレベルとして可能かどうかにもかかっておりますので、

グーグルはグーグルだけではなく他社でもベストプラクティスに沿った開発を支援するために、

デベロッパー、開発者の方に向けて様々なツールやガイドを提供しております。 

 その一例が、グーグルの研究チーム内に設けられたＰＡＩＲ、People and ＡＩ Researchと

いうグループですけれども、このＰＡＩＲでは、アルゴリズムにひそむバイアス、説明可能性、

有用性など人とＡＩに関わる様々な問題に取り組んでおります。こうした研究をオープンソー

スにする、研究を公開することで、様々な開発者の方がそれを参照して、一からこういった問

題を考える必要がないようにしたりですとか、若しくは、そういった論文上のことだけではな

くて、実際に技術を開発している方がツールとして使ってシステムのリスクを低減できるよう

にするための技術的な支援をオープンソースにしております。 

 また、問題があるときにそれを開発するために様々なコミュニティといろいろなことを共有

できるような環境づくりも努めておりまして、それには先ほど皆様からご紹介があった

Partnership on ＡＩなどのような場を活用しております。 

 グーグルでは、開発作業や実装の確認、商業的契約において、これらの基本理念と制約を適

用していきます。中心となるチームが連携をし、差別やプライバシー、法令順守などの問題を

審査するほか、プロダクト領域ごとに分散評価を実施して、判断が難しい問題については、関

係各チームから集められたＡＩレビューカウンシルと呼ぶ部署、部隊を作っているんですけれ

ども、そのメンバーが審査を行っています。また、既存の業務プロセスの中にも、様々なガバ

ナンスの仕組みを組み込むことで、この掲げたプリンシパルを実行していくように考えており

ます。 

 この問題はグーグルだけでは対処し切れない、またグーグルだけで解決しようとするべきで

はないと私たち認識しておりまして、ＡＩの責任ある開発と応用についての議論には、幅広い

関係者の皆様との様々な意見交換を基に様々な方の視点が欠かせないと思っております。 

 グーグルはこのような議論を促進するために、学術会議、業界カンファレンス、ポリシーフ

ォーラム、本日もその一環だと理解していますけれども、そういった外部の専門家の方々との
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定期的な交流をしております。これは、私は日本の担当なので、本日このように日本の会議に

参加させていただいておりますが、世界中に私のような担当の者がおり、その者が各国政府と

やりとりをさせていただいております。 

 このような形で、米国においてはPartnership on ＡＩを共同で設立させていただき、民間

レベルでも議論を続けていきたいと思っております。 

 そうした考えの下、社会全体でどういうことができるか、特に政府の方にしていただきたい

と思っていることを最後のページに７つ書かせていただいております。 

 １つ目ですけれども、一般市民のＡＩに関する理解を深め信頼を高める。ＡＩについてＳＦ

のような考えを持っていらっしゃる方もまだまだ、例えば私の家族もそうですが、ＡＩという

とターミネーターみたいなことを想像するような方もまだまだいらっしゃいますので、そうい

った方に実際にＡＩの具体的な利便性ですとか、理解を深めて信頼をしてもらうということが

やはり大事と思っております。 

 ２つ目ですけれども、優先産業分野においてＡＩの理解を促進する。こういった問題は、産

業界においても同じかと思いますので、日本政府、日本社会として、これからどういった分野

にＡＩを特に活用をしていきたいのかに注力をして、特に理解を促進するような取組をしてい

くべきではないでしょうか。 

 ３つ目ですけれども、ＡＩ実装の障壁に取り組む研究を支援する。弊社もいろいろ取り組ん

でおりますが、安全性、透明性など、様々なまだまだ解決しなければならない課題が、これは

どのような技術でもそうだと思いますが存在しております。日本の技術者の方々が開発を進め

る中でいろいろと障壁にぶつかるときには、政府の方から支援していくということが大事では

ないかと思います。 

 ４つ目ですけれども、責任あるデータ共有を奨励し、ＡＩシステムのトレーニングに使用で

きるデータを充実させる。オープンデータの議論なども政府の方でされていると思いますけれ

ども、社会課題を解決するために様々なデータの活用というのは不可欠かと思います。より使

いやすいフォーマットにしていく、若しくはデータの共有に当たって、プライバシーなどの

様々な懸念を払拭するようなルール整備などが必要になってくるかと思います。 

 ５つ目ですけれども、建設的なガバナンスの枠組みを確立し政府機関の専門性を高める。こ

こには「監督機関」と書いてありますが、「政府機関」とご理解ください。 

 政府の中でもこういった議論を、ここにいらっしゃる皆様はもう皆様専門家なのですが、高

めていかなければならないと思います。今現在人工知能に関わっていない政府機関の皆様も含
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めて、ＡＩというものの技術的な理解はもちろん、どのように活用していくかを建設的に考え

るということが大事かと思います。 

 ６つ目ですけれども、政府が責任あるＡＩ採用のロールモデルになる、と書かせていただき

ました。これは、実際すごくユースケースとして説得力があるものかと思います。私も元々政

府で働いていたことがあるんですけれども、実際、長時間労働ですとかいろいろな問題があり

ます。政府の中でもＡＩの活用は既にされているとは聞いておりますが、そういったところで

若手が少しでも楽になればいいなと個人的には思います。 

 ７つ目ですけれども、労働力の移行に備えて準備をする。これは、特に米国や欧州各国など

で話されている話で、日本ではどちらかというと、少子高齢化社会の中でＡＩがもっと活躍で

きるというふうにポジティブに捉えられていると思いますので、日本においては、ほかの国ほ

ど大きな心配をする必要はないかもしれませんが、とはいえ、ＡＩを使うのは人間ですので、

この会議の趣旨も人間中心というのはそういうところかと思いますけれども、どうやってＡＩ

を使いこなす人間になるのかという意味での教育は必要かと思いますので、そういった意味で

教育というのはこれからも重要になってくると思います。 

 以上で私からの報告を終わらせていただきます。 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございます。お三方どうもありがとうございます。 

 ただいまお三方のプレゼンテーションに対して、何かご質問等ございますでしょうか。 

 では、まず中川構成員、その後、羽鳥構成員、お願いします。 

 

【中川構成員】 

 どうも丁寧にご説明いただきありがとうございました。 

 グーグルの３番目の安全性確保を念頭に入れた開発試験というのは非常にグーグルらしくて、

おそらくグーグルの製品開発のポリシーに沿っているということで、これは非常に高く評価で

きる点ではないかと思って感心いたしました。 

 質問はIBMとマイクロソフトに対して２つほどありまして、IBMの２番目のData and insight

 belong to their creatorというところでいろいろお話しいただいて、プライバシー、セキュ

リティ、オーナーシップと話がありますが、これらは全てノーティス・アンド・コンセントを

ベースにして動かさなくてはいけないと思います。そこをどういった技術的な、ないしは制度
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的なサポートをするのかというのが少々うかがい知れなかったのでご説明いただければと思い

ます。 

 それから、３番目のＡＩ systems must be transparent and explainableですが、explain

することは恐らくできるんですが、それをordinary peopleがunderstandできるようにしなく

てはいけないと思います。そこにどういうアプローチをされるか、この２点をお伺いしたいと

思います。独善的に説明しただけでは不十分で、きちんと理解していただく、ここはかなりギ

ャップが大きい問題だと思っていますので、もしおありであればお願いします。 

 それからマイクロソフトの13ページ目に関連しまして、暗号化したまま処理するというよう

なお話をされていましたが、これはおそらく、準同型性公開鍵暗号を使う方法だと思いますけ

れども、これがなかなか重たくてうまく動かないというのはずっと言われ続けていて、これに

ついて果たして見込みがあるのか伺いたいです。私の知る範囲では技術的に非常に見込みが薄

いとすら思える現状でして、特にメモリをやたら食うとか、スピードも遅いですし、果たして

何か見込みが果たしてあるのか。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

【日本アイ・ビー・エム 久世氏】 

 中川先生、ありがとうございます。 

 まず１番目ですが、データのプライバシーにしても、セキュリティにしても、ご質問の意図

は、技術的にどう担保するのかということだと思います。そこは、IBMだけではなくてかなり

チャレンジがあります。そういうデータのトレーサビリティのような仕組みを取り入れ、技術

的に担保する必要があります。いつ、どこで、誰が、どのような処理をしたかといった来歴を

系統的に管理する必要があります。研究はいろいろ続けていますが、まだ確立した技術にはな

っておりません。ただし、ご指摘のように、そういう方向に向かわないと、結局は絵に描いた

餅になってしまいますので、そこは非常に重要かと思います。 

 それから、explainableに関しても、完全に技術的にというのはなかなか難しいところもあ

ります。やはり特定のアプリケーションや応用分野におきましてはこの点が非常に重要です。

特に医療の分野はその一例です。我々は、白血病の医療診断支援に、東大の医科学研究所と一

緒に取り組んでおります。先ほど立花が申しましたように、病名の候補や診療方法の複数の候

補だけを出すのではなく、その結果に至った論文やパテントも一緒に提示させていただいてお

ります。 
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 最終的にはそれらの情報を医師のチームが全部熟読されて最終判断をされるという形をとっ

ております。ここはそういう意味ではいろいろな応用の分野で、分野ごとにアプリケーション

で作り込みをしています。 

 

【中川構成員】 

 恐らく今お話しいただいたのはトランスペアレンシーに関連する技術だと思うので、その先

が実は大変難しいなと思っていたのですが、了解いたしました。 

 

【マイクロソフト 田丸氏】 

 ご指摘のとおり、今の時点ではパフォーマンス、技術的な課題が大きい分野だと考えており

ます。一方で、ほかの分野を見ても、CNN一つとっても、Fast R-CNNですとか、今はまだ社内

の段階ですがそれよりもかなり高速なアルゴリズム等もできつつあるなど、それぞれの研究分

野における技術革新が非常に速いスピードで進んでいると感じています。以前ですと１年ぐら

いかかっていたものが、１週間ぐらいでガラッと変わっているようなことが最近では多い分野

の一つでございますし、非常に研究者が増えている分野でもあることから、今後の技術的な可

能性はあるのではないかなと個人的にはポジティブに考えております。 

 

【須藤議長】 

 山口さん、何か補足ございますか。 

 

【グーグル 山口氏】 

 ございません。 

 

【須藤議長】 

 では、羽鳥構成員、お願いいたします。 

 

【羽鳥構成員】 

 日本医師会の羽鳥です。 

 少し実臨床的なお話からさせていただきますが、患者さんは、ご自分の体調不良があると、

グーグル、マイクロソフト、ヤフーなどで、こういう病気かなと、キーワードを入れて検索さ
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れることが非常に多いと、想像がつきます。また、医師も自分の得意な疾患でない場合には、

あらゆる可能性を調べます。しかしながら、現状では検索でトップ10に出てくるのは、明らか

に商売でやっているもの、正しくない情報、そして、これは患者さんが知ってはいけない、や

ってはいけないことがトップ10に出てくるような状況です。例えば日本医師会、学会、循環器

研究センター、がんセンターからも患者さんには知っていて欲しい正確で客観的な情報を発信

していますので、検索のトップに正しい情報が出てくるような仕組みを作って頂きたい、医療

側からすると最低このぐらいのことをやっていただけないような会社はちょっと信用できない

なということです。 

 ヤフーは最近メディカルノートと組んで正しい医療情報を上の方に持ってくる努力をされて

いるということは聞きましたけれども、今みたいな、自分の会社の情報を検索のTOPにもって

くるために、金銭が絡むような契約、自分自身を検索して検索頻度を上げるというようなこと

を認めるような会社は信用できません。例えば、がんの患者さんにうちで売っているサプリメ

ント飲めばあなたは治りますよとか、危ない情報が多すぎます。このような発信を許すような

ネット運営をされる会社であってはいけないとおもいます。 

 

【グーグル 山口氏】 

 ご指摘の問題は非常に真面目な話として、ユーザーが正しくない情報にたどり着いてしまう、

特に健康関係や病気の方でどういう対処方法があるかを探されている方にそういった情報が行

ってしまうというのは、私たちも望ましくないと思っておりますので、どういった改善ができ

るか、弊社としても鋭意検討しているところです。 

 海外では、ヤフーが出されているようなナレッジパネルと弊社は呼んでおりますが、右側

（がわ）の青いパネルのところに正しい情報若しくは医療機関の方から提供された情報をまと

めて出すようなことをしておりますが、問題として、もちろん学会やいろんな情報が存在して

いると思いますが、ユーザーの方が簡単に読んで理解できるようなレベルの情報量が日本語で

はまだインターネット上に少ないというところがあります。いろんな論文などをさらっていけ

ばもちろん存在してと思いますが、そこまで深くリサーチするようなユーザーが一般ユーザー

としては少ない中で、そういった方にどうやって適切な情報を届けるかは、弊社側（がわ）の

課題として今いろんな方々と議論させていただいております。 

 

【羽鳥構成員】 
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 医療機関から発信されていれば、正しいとは言い切れない情報もありますので、そういうこ

ともやはり選別できるようなことを考えていただきたいと思います。日本医師会も、おっしゃ

るように患者さんや一般の人に分かりやすい情報を発信するような努力をしますので、それを

トップの方に持ってきていただくような仕組みにするにはどうしたらいいか、またご相談させ

ていただきたいと思います。 

 

【須藤議長】 

 ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 では、北野副議長。 

 

【北野副議長】 

 ２つ質問がありまして、１つはマイクロソフトです。マイクロソフトはＡＩ for Earthとい

うキャンペーンをされていると思いますが、これの位置付けと今後の展開にすごく興味があり

ます。というのは、第１回のPartnership on ＡＩでＡＩ for ＳＤＧｓというのが非常にフュ

ーチャーされ、その後にかなり出てきて、おそらくエリック・ホロヴィッツ氏等が随分関わっ

ているのではないかと思いますけれども、今後、非常に重要なポイントになってくることには

とても興味がありますので、何かそれに関して教えていただければと思います。 

 もう１つはグーグルでして、グーグルは最近AutoＭＬというサービスを出しています。みん

ながＡＩシステムを使えるということで、ビジョンであったりとかトランスレーションだった

り、多様なMLベースの機能の実現を可能にしようという試みと思います。これは、クラウドサ

イドで多くの人が自由に使ってきたときに、どういう使い方をされるかということに対して、

コントロールをどうやって担保するのか。逆に言うと、何をするかということをグーグルが全

部チェックしに行くのか、そうでない場合には、どう使われるかというところに対するグリッ

プが効かなくなるわけですよね。その辺りのバランスなりガバナンスをどう効かせるかという

こと。AutoMLみたいな方向というのは、おそらく今後いろいろなところがやってくるわけです

が、SIとしてやるような、例えばIBM的なモデルでしたら自分でコントロールしますけれども、

民主化を掲げる場合には、逆にどう使われるかに対するコントロールとガバナンスの問題がど

う考えられているのかなと。この２つをお伺いできればなと思います。 
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【マイクロソフト 田丸氏】 

 まずマイクロソフトからご説明させていただきたいと思います。 

 まず、ＡＩ for Earth、先ほどご指摘ありましたようにエリックも積極的にこのプロジェク

トに関わってございます。このＡＩ for Earthそのものは、エリックだけではなくて、弊社の

法務部門を含め開発部門、全社的に取り組んでいるテーマの一つになります。ＡＩ for Earth

という名前、キーワードから何となくご想像いただける部分はあるかと思いますが、気候を始

めとする地球全体の課題も当然ございますし、地域固有の課題、例えば食料の問題など地域ご

とに様々な社会課題を抱えているわけでございますが、これに対しＡＩを活用することでどう

いったことが可能なのかを研究すると同時に、それを実際にプロジェクト、アクションにつな

げていくということを行っております。それらが弊社の中ではＡＩ for Earthという取組とし

て全体を統括しているということになります。 

 分かりやすい例としては、先ほど私のプレゼンテーションの中で全盲の方が眼鏡に内蔵した

カメラから、何が起きているのか、何が目の前で映っているのかを言葉として理解できるよう

にするであるだとか、そのほか農業の問題、医療、医療と一言で言っても、先ほど検索でご指

摘いただいた医療の課題から、発展途上国など、基本的な医療も受けられないような国・地域

もあるわけでございまして、こういった地域に対してＡＩで一体どのような貢献ができるのか

など、非常に幅広い社会課題に対して取り組んでいますのがこのＡＩ for Earthになります。 

 

【グーグル 山口氏】 

 確かにご質問のポイントは非常に難しい問題だと思っております。弊社内に閉じた話でした

らもちろん幾らでもできますし、お客様との関係のものも可能ですが、とはいえ、オートＭＬ

もクラウドの中で動いている限りにおいては、クラウドの利用規約がございますので、私たち

の方からいろいろ中を見に行ってということは積極的には基本的にはしませんけれども、そう

いったことがもし情報として入ってきた場合には、うちのクラウドを使っている限りには、と

めることはできるかなと思っております。 

 一方でオープンソースにしているものもたくさんあって、必ずしもグーグルクラウドで動く

ものではないものもございます。そういったものについてどこまで追っていけるかというとこ

ろは非常に難しいので、逆に私たちとしては、とはいえ、開発者の方々が例えば安全に使いな

さいと言われても、なかなか、どうやってというところがおそらくあると思いますので、簡単
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にインストールして使えるようなツールを公開するなど、マシンラーニングのもの自体も公開

すると共に、安全な利用についてサポートするようなツールや研究結果も公開して、教育に努

めていくことが大事かと思っております。 

 

【須藤議長】 

 ありがとうございます。 

 では、近藤構成員、お願いいたします。 

 

【近藤構成員】 

 先ほどグーグルの方がおっしゃっていました、「一般市民のＡＩに対する理解を深める」と

いうとても重要なテーマについてですが、マイクロソフトの方を前に私が言うのも何ですが、

マイクロソフトから公開されている「Seeing AI」というアプリを先日岐阜の盲学校の方にご

紹介したらとても喜ばれました。 

 そういった分かりやすいところから市民にＡＩに対する理解を深めていただけるとよいな、

私たちが毎年開催している電脳七夕まつりというイベントで、今度マイクロソフトの方に来て

いただいて紹介いただきますが、すごく立派なキャンペーンじゃなくて、こういった身近な機

会を是非活用していただいて広報していただけたら有り難いなと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

 以上です。 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございます。 

 まだご質問等あろうかと思いますけれども、時間が限られております。また、本日お三方は

ゲストで来ていただいていますけれども、後ほど社会原則の案について討論しますので、その

際には積極的にご発言を頂ければと思います。 

 それから、私の方からお三方に申し上げておきますけれども、２週間前に東大総長から呼ば

れて、東大のこれからについての考えを述べるよう言われて、２人で長時間話し合ったのです

が、その際、経団連が出しているデータ覇権主義への懸念という資料について強くおっしゃっ

ていました。確かにそれは払拭しなくてはいけないし、発生しないよう努めるべきですけれど
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も、しかし、その際に留意すべきは、Partnership on ＡＩなどのように、やはりグラスルー

ツできちんとルールをつくっていこうと、その点を踏まえて東京大学は米国系企業、欧州も含

めてと連携は強化しなければならないということをおっしゃっています。 

 IBMのオブジェクト指向で有名なエンジニアのグラディ・ブーチ氏の見解も紹介して、大学

の役目としてやはりＡＩが今後どんどんレベルアップするけれども、ブーチ氏が言っているよ

うに人間を共進化させる、Co-evolutionというのが重要になるだろうと言ったら、それにはか

なり鋭く反応されておりました。それから、グレッグ・コラド氏やエリック・ホロヴィッツ氏

の見解も紹介して、一緒に新しい社会をつくっていこうということは強調して、大学もそのメ

ンバーとして重要だろうと考えるということで、そのときは終わりました。また今後ともご協

力をお願いいたします。 

 それでは、これより議題３に入りますけれども、前回事務局より提示していただきましたデ

ィスカッションペーパーを机上資料３として用意してあります。これは前回から変更はござい

ません。前回、この机上資料３に基づいて貴重な意見をたくさん頂きました。会議の後も構成

員の皆様から複数の意見を頂戴しております。 

これから前回頂いたご意見、前回からの間に頂いた構成員の皆様からのご意見の紹介、その

後にこれらの意見も踏まえて事務局から論点を説明し、意見交換をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、北野副議長より前回からアップデートされた経団連ペーパーを提示していただきまし

た。厚生労働省のコンソーシアムの資料とあわせて２分半程度でご説明をお願いいたします。 

 

【北野副議長】 

 アップデートの資料は２つありまして、１つは前回ご提示させていただいたSociety 5.0、

経団連の未来共創タスクフォースの検討ですが、その後アップデートされまして、それを本日

お持ちしました。全体はかなりのボリュームになりますが、そのサマリーだけです。 

 Society 5.0という話がありますけれども、いろいろ話を聞いてみると、何がどこに行くの

か余りよく分からないという話がたくさんありまして、Society 5.0は何をもたらすかという

ことに関してもう少し明確にしようということで、基本的にはSociety 5.0 for Japanとfor 

ＳＤＧｓというところが今議論になっています。Society 5.0 for Japanは多様性を内包した

成功のプラットフォームとしての日本としまして、こういうコンセプトがいいのではないかと

いう議論があります。それと、Society 5.0 for ＳＤＧｓは持続可能な世界の構築に貢献する、
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これは当然進めていくべき話です。 

 次にいっていただきますと、この前は３軸だったのですが、３軸ではなかなかうまく表現で

きなくて、５軸になりました。ダイバーシティ、クリエイティビティ、プロダクティビティ、

セーフティ、サステーナビリティというこの５つのファクターを日本としてしっかりと確立し

ていく。今でももちろんなくはないし、強い・弱いはありますが、これをＡＩ-Ready Society

をつくることによってさらに追い求めるということが一つになります。 

 ダイバーシティというのは、男女だけではなくて、あらゆる国籍、あらゆるバックグラウン

ドの人が日本でしっかり生活をして、または日本に来たり成功するという社会的インクルージ

ョンであるとか個人の選択の最大化、さらに、それに対するインクルージョンを実現するＡＩ

ベースの技術の実現であったり、ほかのものもありますけれども、テクノロジーを確立し、そ

れに基づいて社会を作っていくということです。あと、これがクリエイティビティを加速する、

それが今度はプロダクティビティ、本当の意味でのプロダクティビティに結びついて、更にセ

ーフティとセキュリティ、あと、サステーナビリティに繋がる、こういう話です。 

 これがどこに結びつくかというとハピネスです。以前、サイコロジカル・キャピタル、心理

的キャピタルという話をしましたけれども、実際にはナチュラル・キャピタル、ソーシャル・

キャピタル、ヒューマン・キャピタル、ファイナンシャル・キャピタルという一連の資本の増

大を目指すということになります。このためのストラテジックなフレームワークを定義してい

くというのが経団連の報告書の今々の方向性になっています。 

 それに基づくアクションプラン、これはまだ全部カバーしていませんが、幾つかのアクショ

ンプランが議論されつつありまして、ここでは幾つか抜けているところもありますが、今後進

んでいく、まとめていくということになっています。 

 経団連の検討が以上の通りです。机上資料２-２がMedical ＡＩ Fast Trackの構築で、これ

は厚生労働省の方で先日第１回を開催しました保健医療分野ＡＩ開発加速コンソーシアムの資

料です。コンソーシアムの議論の進め方としては、これはもう緊急の課題があるので、それを

解決する戦略的枠組みの構築です。医療の分野にＡＩシステムを導入するということは、基本

的にデータをもとにして学習させるシステムが導入されますので、今までの医療機器と随分と

違ってきます。これはデータが製造業者の方に入ってきて、それがメンテナンスされるという

ことがないとできないわけです。そのときにはアップデートされるという特殊事情がありまし

て、これは新しい制度をきちんとやっていく必要があります。 

 今々にそれをやろうとすると、IRB、インフォームドコンセントのとり方、これは研究なら
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いいけれども、今ほとんどのインフォームドで、商用にはほぼ駄目なのですね。これを変える。

アノテーション・ラベリングが大変ですけれども、これのきちんとしたインセンティブをつく

る、スタンダードをつくる。データトランスファーと匿名化のやり方、さらに、学習するとき

にクラウドを入れてくれるなというところもたまにあるわけですね。きちんとしたクラウドで

計算できないとしようがないであるとか、オペレーションもできない。あと、臨床、PMDA、商

用展開、さらに、そこで学習モジュールがアップデートされるとか、こういうことがあったと

きにロードブロックがたくさんあります。これを全部一気にリストアップして、次々にこれを

突破していく。すぐできること、法整備が必要なもの、もうすこし考えることというのをきち

んとトリアージして進めていくということになります。 

 全部やると、ぼやけてしまうので、最初にやるのは画像診断系です。これはもうlow 

hanging fruitで明確なので、これで一気に進めていきます。それ以外を無視するわけではも

ちろんないのですが、全部やると、一般論にしかならなくなるので、画像診断系に関して、最

初にできることは、今後数か月で全部一気にやるぐらいのスピードでやり、それが見えてきた

段階でそれ以外のところに横展開をしていくということを考えております。これは国内外の企

業全ての方々にこのロードブロックのリストアップと、それと、どういうふうにオルタナティ

ブをやるかというのは案があれば頂きたいと思いますし、委員会でそれに対する案をつくって

いくということ、そして、すぐにアクションができるところから委員会報告を待たずにできれ

ばやっていきたいなと考えております。これが今、厚生労働省で進めている議論でございます。 

 以上でございます。 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございます。 

 続きまして、意見をそれぞれ頂いて、文書を提出していただいております構成員から１人90

秒程度でお願いします。 

 まず、中川構成員、お願いいたします。 

 

【中川構成員】 

 机上資料２－３に書いてあるとおりなのですが、北野副議長がダイバーシティということを

おっしゃいましたが、人間のダイバーシティだけではなくて、ＡＩの方法論のダイバーシティ

というのもそろそろ一生懸命考えなきゃいけない。特にディープラーニング一色になっている
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雰囲気がありますが、実はディープラーニングは相当ツールも開発し、誰でも使える。そうす

ると、実はそれが少し相対化してくるという状況になりつつあります。ですから、今、学会で

も発表はディープラーニング一色なんですが、これがそうそう長く続くということもない。 

 それからもう一点、ディープラーニングは文脈依存性をうまく捉えられるかというと、これ

が相当怪しい感じがするということを言っている人が多くて、文脈依存性についてはどんどん

データと文脈が使っていくたびに変わっていってしまうということについてどれだけできるか

ということで、実は多様性という意味で幾つか候補がありまして、データが簡単であれば古い

機械学習の方法でもよろしいのですが、少し複雑になってきたときに多様性の候補としてはデ

ータ同化という方法が重要かなということが一つあります。 

 それから、もう少し先になりますと神経回路ベースの方法で、山川構成員の全脳アーキテク

チャのような、そういうアプローチもあり得る。もう少しロボットが身近になる身体感覚をベ

ースにする方法というのを考えなくてはいけなくて、これは古い方法ですが、Subsumption 

Architecture という方法が有名でして、そういったことから、ロボットとどうつなぎ合わせ

るかというところは現実問題としては非常に重要になってくるだろうと思います。 

 裏面は、実は質のよい個人データを得るためには、個人の同意のもとに得るというのが一番

よろしいのですが、それは、簡単な同意のシステムは本当に同意が有効かどうかという法律的

な問題もありますので、同意の取得のインターフェースをいかにうまくつくるかというのは、

今後、ＡＩベースでインターフェースつくるんですが、重要なポイントになると。 

 そしてさらに、そうしたデータをどうやって使うかということについて申しますと、これは

書かなかったのですが、個人のＡＩ代理エージェントのようなものをどうしてもつくらないと、

データの状況が複雑であり、世の中も複雑であるだけに、もう普通の人はついていけない。妊

娠から墓場までＡＩの代理エージェントということを言っているんですが、これはＩＥＥＥの

ＥＡでバージョン３を書いているときに、この論点をもろに出していて、私もコミットしてい

ますが、そういった人間の代理エージェントという意味でのＡＩを非常に重視する方向にいく

と考えざるを得ないという状況です。 

 以上です。 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございます。 

 続きまして、福岡構成員、お願いいたします。 
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【福岡構成員】 

 詳細は机上資料２－４をお読みいただくとして、一言で申し上げますと、今回の成果物は、

従来からあるものとは違ったものの方がいいのではないかという考えです。 

 ＡＩネットワーク社会推進会議の方でも利活用原則を作成されましたけれど、既存のもの、

日本、海外、また、今日いらっしゃった企業の方も、ＡＩの倫理や社会原則についてすばらし

いものを出しているので、それと同じものだったら埋もれてしまうというか、出す意味はない

のではないかということで、より抽象度の高いものの方がいいのではないかということを提案

させていただいております。 

 結局、ビジョンということを申し上げると、ＡＩでプロダクティビティやクリエイティビテ

ィが上がるという夢のある話と、セーフティ、セキュリティというような、どちらかというと

ブレーキをかけるような話があるかと思いまして、本日の企業の方のお話を伺うと、どちらか

というと安全性といった点を重視するという話が印象深かったというのが本日の感想です。当

然、どちらかに極端な話にはなるのは避けるべきだと思って、バランスが重要かと思いますが、

そのバランスをどこでとるのかが悩ましいと思っておりまして、今回打ち出すものは、そのバ

ランスが分かるようなものだと、より良いものとなるのかなと思っております。 

 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございます。 

 最後に、山川構成員からも貴重なご意見を頂いておりますが、本日は急遽欠席になりました

ので、事務局より山川構成員のご意見を発表してください。 

 

【新田参事官】 

 机上資料２－５でございますが、一つは、ＡＩの自律性の導入が不可避となるシナリオがあ

るのではないかということでございます。これまでの会合の議論の中で、ＡＩはツールとして

使い倒していくという観点で議論を進めていってはどうかとの意見がありましたけれども、そ

の中でもどんどん人の認知能力を超えて速く、膨大な処理ができるようになるということで、

単なるツールというレベルを超えて自律性を持つものにＡＩがなっていくシナリオは十分理解

しておく必要があるのではないかというご指摘でございます。 
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 それから２ページ目、ＡＩによる科学技術の加速と、その成果の理解ということでございま

す。こちらも、いわゆる説明可能性のみならず、ＡＩが生み出した知識に対する人々の理解の

課題などについてご指摘を頂いております。 

 簡単ですが、以上です。 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、これまで皆様から貴重なご意見頂きましたけれども、それを踏まえまして、事

務局より、議論のための素材として机上資料１をご説明下さい。 

 

【新田参事官】 

 それでは、お手元の机上資料１をご覧いただきたいと思います。 

 アウトプット作成に向けた論点でございますが、１ページ目は従来の資料でもお示ししたア

ウトプットイメージの確認す。現在、各省や各団体におきまして、様々なＡＩ指針や原則が議

論されておりますので、本会議においては一段上の共通的なメッセージやビジョンを提示して

はどうかということで、これまで議論を進めているところでございます。 

 ２ページ目に、事務局からの一案ではありますが、目的について議論の流れをもう少し整理

してみたものでございまして、上から矢印に挟まれて５つのパートがありますが、まずは「Ａ

Ｉをフル活用して、望ましい社会をつくる」。冒頭、議長からもありましたけれども、日本が

社会課題先進国として、どのような社会を目指していくのか、実現していくのか、典型的には、

先ほど来議論がありますＳＤＧｓとか Society 5.0 ということになるのでしょうが、そういっ

た望ましい社会をつくるということが大きな目的としてはあります。ただ、その中で、黙って

いればそのまま実現できるのか、あるいは、これまでの会合の議論の中で、結局は産業で勝た

なければ、諸外国も言うことを聞いてくれないというご意見もあったかと思います。そういう

意味で、ＳＤＧｓや Society 5.0 を実現する上での戦略も、やはり念頭に置いておく必要があ

るのではないか。 

 それはどういうものかというと、先ほどの北野副議長からの資料にもございましたが、世界

中の人材から選ばれ、あるいは資金も集まるといったモデル国家ということがこれまでの議論

の中でもありました。 

 これを実現するために、「ＡＩ-Ready な社会」を世界に先駆けて構築する。「ＡＩ-Ready
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な社会」を構築するという目的とそのための戦略との関連づけをはっきりさせております。 

 「ＡＩ-Ready な社会」のイメージについては、これまでの議論を踏まえて、右の黄色い箱

にお示ししておりますが、例えば大学・高校の教育や受験システムが変わっている、社会のシ

ステムとして外国の人材も増加・定着する、企業のシステムとしても、採用がどんどん変わっ

ていく、人材が流動化していく、データの環境も、例えばデータのフォーマット、データ流通

の基盤が整備されて、とても使いやすくなるだとか、個人情報、著作権の扱いが整理されて、

制度的にも整っているとか、そういった「ＡＩ-Ready な社会」を構築するということが必要

となるのではないかということでございます。 

 このような教育システム、社会システム、企業のシステム、データの環境などの、社会全体

の変革を起こすということが必要ということで、現在の社会の状況を変えていくムーブメント

につながるようなメッセージを、国内外に発信していくということがこの会議のアウトプット

の大きな流れ、シナリオであり、最終的な目的ではないかと、これまでの議論を踏まえて、事

務局の方で少し頭の整理をしてみたものでございます。 

 ３ページ目から論点をお示ししていますが、一つは、一段上の理念・メッセージとして、ど

ういったものを示すかということについて。前回ご紹介いただいた経団連の議論でありました、

例えば夢を現実にできるような機会が与えられるようなオポチュニティだとか、生産性が上が

るプロダクティビティ、誰もが恩恵を受けられる社会であるというダイバーシティ、本日は５

軸ご紹介ありましたけれども、どのような理念・イメージを示していくのかということ。 

 ４ページ目でございますけれども、日本として強調すべき価値観というのは何なのかという

こと。これも本日いただいた議論、意見の中にもありましたけれども、フェアネス、アカウン

タビリティ、トランスペアレンシーであったり、本日のお三方のプレゼンにもありましたが、

説明責任、トラスト、信頼性、人々に安心・安全を与える、バイアスに考慮するでしたり、人

に危害を加えない、安全性というご議論などがありました。こういった価値観についてもある

程度認識しておくべきですが、日本として強調すべき価値観は何なのかということ。 

 ５ページ目、これは先ほど申しました、世界中の人々から選ばれて、あるいは資金も集まる

ようなモデル国家という観点で望ましい社会を実現するためには何を念頭に置いておくべきか

ということでございまして、これまでの議論でありますと、人づくり、データの整備、組織、

インフラ、法律、至るところを全面的にアップデートして、世界のモデル国家となることが必

要ではないかということですとか、日本国内にもう１個実験的な空間をつくり上げる、あるい

は、前回会合で議長からお話があった、フランス政府ではコート・ダジュールに一大拠点つく
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って人材や起業家の養成をしているとか、フランス、カナダでは外国の企業も取り込みながら

自国の発展に取り組んでいるというご意見などもありました。 

 最後に、「ＡＩ-Ready な社会」を世界に先駆けて構築するというところでございますが、

これはまさしく「ＡＩ-Ready な社会」として具体的にどういったものをイメージするかを、

先ほど黄色い箱で若干お示ししましが、ほかにないのか、ちょっと違うんじゃないか、といっ

たご意見も本日頂戴できればと思います。 

 理念、ビジョン、「ＡＩ-Ready な社会」のイメージなどについて、皆様からご意見を頂戴

できればと思っております。 

 事務局からは以上です。 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、残り 25 分くらいの 20 分ぐらい使わせていただいて、意見交換していただきたい

と思います。ご発言お願いします。 

 堀構成員、お願いいたします。 

 

【堀構成員】 

 東京大学の堀でございます。３点申し上げたいと思います。 

 まず、机上資料１の２ページ目の矢印が縦に並んでいる絵でございますが、この中の２つ目、

「世界中の人材から選ばれ、資金が集まるモデル国家となる」、内部資料とか本音としてはこ

れでいいと思いますが、資金が集まるというのは、若干品がないというか、格好悪いというか、

これを世界に向けて発信するのは、私は少々抵抗を感じます。「世界中の人材から選ばれ」は

結構だと思いますので、その後は、例えば「世界の問題解決のために様々な解を発信するモデ

ル国家」とか、もう少し格好いいフレーズにした方がいいと思います。 

 ２点目ですが、その矢印の１つ上、「望ましい社会をつくる（ＳＤＧｓ、Society 5.0 の実

現）」、これも結構だと思いますが、ＳＤＧｓってすごく広範なことが書いてありますので、

ただ「ＳＤＧｓ」と書くと、お前ら、きちんと勉強したのかと、こう突っ込まれるおそれがあ

るので、簡潔なまとめとしてはいいと思いますが、ＳＤＧｓの中で、日本はどこで貢献するつ

もりなのかについて、めりはりをつけた議論をしておかないと、恥ずかしいことになるかもし

れないと心配します。 
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 ３点目は３ページ目ですが、２つ目の○、「日本のメッセージとして①日本は機械を人間に

近づける努力を行う」の「機械を人間に近づける」というのが何を意味しているのか、若干曖

昧かと思います。機械が人間をまねして人間のようになるというような、人間型のＡＩのイメ

ージをされているのか、人間とのインティマシーを増すような意味なのか。私は後者の人間と

機械のインティマシーを増すというような意味であるべきだと思いますので、「機械と人間の

よりよい新しい関係をつくる」とか、少し表現の工夫の余地があるかと思います。 

 以上３点申し上げました。 

 

【須藤議長】 

 ありがとうございます。 

 中川構成員、お願いたします。 

 

【中川構成員】 

 今の堀構成員の話を受けて、正におっしゃるとおりなんですが、「ＡＩ-Ready な社会」を

世界に先駆けて構築、について堀構成員のお話をもう少し私なりに解釈いたしますと、実はＡ

Ｉと人間が共存関係にあるような社会は今後予想されます。ＡＩ対人間とか、ＡＩをツールと

して使うと思っていても、実はツールとして人間の方が使われてしまっているとか、いろんな

状況が考えられるので、人間とＡＩが共存関係、ヒューマン・ＡＩエコシステムみたいな考え

方を、社会の理想像というか、あるべき方向としてもう少し打ち出した方が分かりやすくなる

のではないかと思います。 

 そうすると、実はいろいろな問題が出てまいりまして、例えばイクスプレイナビリティとか

アカウンタビリティという話もありますが、これはＡＩ対人間のインターフェースにおいて一

番重要なポイントで、しかも、イクスプレインが理解しきれないと先ほども述べましたが、そ

うするとあるところから先はトラストしなきゃいけないという問題が出てくるので、このあた

りも、学会でも議論されているところなので、そういったことを我々はきちんと分かった上で、

ヒューマン・ＡＩエコシステム的な考え方へ向かって、どうしたらいいんだろうというふうに

持っていくと、流れがスムーズではないかと思いました。 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございます。 
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 永沼構成員、お願いいたします。 

 

【永沼構成員】 

 NEC の永沼でございます。 

 論点３、スライドの５のところに関してですが、基本的な考え方として、日本そのものが先

進国というか、モデルの国家になるんだということが論点３に限らずあると思います。ＡＩの

ところにつきましては、やはり日本の一つの方針として、それを閉ざさないというところがご

ざいますので、発信をどんどんしていくと、きちんとそれがつながっていって、それが利活用

されていくんだという、我々は囲い込むということではなくて、発展のために活用していく、

その観点を少し入れていくとよろしいのかなと考えております。 

 そこのところで、発信をしていく、あるいは他者からいろんなものを受け入れていく、それ

から、コネクトをしていくというところにある大前提はダイバーシティであると考えておりま

す。いろんな方のご発言、既にコメントの中でダイバーシティ、また、北野副議長の方からも

ありましたけれども、ダイバーシティ、プロダクティビティ等々ありますが、やはり多様性を

認める日本の社会というものを未来のものとして掲げていくことは、私としても全面的に支持

したいと思っております。 

 以上です。 

 

【須藤議長】 

 どうも、永沼構成員、ありがとうございます。 

 ほか、いかがですか。 

 安宅構成員、お願いいたします。 

 

【安宅構成員】 

 ヤフー安宅です。ありがとうございます。 

 ちょっと全体としてなんですが、最初にご報告があった利活用についてのガイドラインは、

すごくよくできているので、知の共通化と悪用防止が鍵だったんでしょうが、それはそれでい

いと思います。 

 そちらよりも、このグーグルの発表の最後のページのところが結構大事で、これは、これま

でここで議論してきたＡＩ-Ready 化そのものなんですよね。 
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 この国はやはり極めてリスキーな状況で、観念論に落とし込まない方が絶対によいというの

が私の見解で、このＡＩ-Ready 化的なやつをやはり相当打ち出すべきだと思います。これは

１個目ですね。 

 この事務局の論点に沿った意見を幾つか言いたいんですが、一段上の理念・メッセージとい

うのは、基本的にはもう今までの議論でそろっていると私は思っていて、ＡＩ-Ready for 

Happiness ということだと思います。この新しい技術と共に豊かに生きていく、どんどん生み

出して紡いでいく社会にするんだという話をしていたんだと思いますので、それでいいのでは

ないかと思います。言葉としてはもう少し詰めるべきかもしれませんが。 

 論点２の望ましい社会に向けて強調すべき価値観云々ですが、おそらく入れた方がいいと私

が思っているのは、データとかＡＩの便益を受け入れることというのは、今後、人間の基本的

人権になるというタイプの話で、これはＡＩ-Ready の議論をした第２回のときにも言いまし

たけれども、この話を打ち出した方がいいのではないかと思います。それに沿って教育である

とかあらゆる仕組みというのは変わっていくと思うんですけれども、この辺が２つ目ですね。 

 論点３と論点４に書いてあるところは、これ、実際にはＡＩ-Ready 化すれば勝手になって

いくと思いますし、論点４というのはＡＩ-Ready 化そのものの話なんで、これは自己撞着的

な議論になるんで、いいと思うんですけれども、論点３のところであえてつけ加えるとすると、

ＡＩ-Ready であるということを目指す、あるいは進めていると共に、きちんとリソースが注

ぎ込まれているということだと思います。これは、観念論として打ち上げている限りは日本に

人が集まることも才能が集まることもないので、実際にリソースが注ぎ込まれて、きちんと変

化が起きていくと、それがない限り、この論点３のところというのは空虚になると思います。

堀構成員がおっしゃるとおり、このままの言葉でいいのかという問題はありますけれども、実

際にこの国として求めていることは事実でありまして、そのためにはそこなんじゃないかなと

思いました。 

 以上です。 

 

【須藤議長】 

 具体性が重要だということで、私も賛成いたします。安宅構成員、ありがとうございます。 

 中林さんお願いします。 

 

【浦川構成員代理（中林）】 
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 損保ジャパン、浦川の代理の中林です。 

 論点３のところで、具体例として、前回も浦川がお話しさせていただいたと思いますが、Ａ

Ｉとかデータに関する技術的な法のところではなく、企業とか社会の法整備のところで、例え

ば我々がＡＩを現場に導入しようと思ったときに、法人税法とか保険業法がネックになること

があります。 

 例えば法人税法ですと、保険業ですので、支払備金の積立てを計算して国税局に報告する義

務はありますが、担当者が一件一件、レコードをチェックしてまとめるという作業を３月と９

月に、かなりの労力をかけてやっていますが、保険の支払いは事故の程度や、車の種類、事故

に遭った方の職業とか性別などである程度類推できて、結構精度高いモデルができるので、そ

れに置きかえたいと検討していますが、AI で代替させるには法人税法がネックになるケース

があります。 

 また、保険業法にかなり縛られていて、例えばＡＩを使って新しい安全とか安心、健康に関

するサービスやろうと思っても、監督官庁から規制を受けるケースがありますので、その辺も

含めて、事業会社がＡＩ-Ready な企業になるために、周辺の法制度も含めた法整備を進めて

いただければというのが事業会社からの意見です。 

 以上です。 

 

【須藤議長】 

 ありがとうございます。 

 岩本構成員、お願いいたします。 

 

【岩本構成員】 

 これまでの議論は私も議事録等で見ていますので、的外れなことを言うつもりはないですが、

Society 5.0 で、先ほど、中川構成員がおっしゃられたように、やはりＡＩと人間のエコシス

テムという概念は絶対に必要だと思っていて、世の中的にはかなりＡＩ・バーサス・ヒューマ

ンという構図で捉えて議論する人がかなりいますが、そうではないと思います。 

 ですから、それについて私も賛成でありますが、もう一つ重要なことは、先ほどの５軸の話

もそうですけれども、やはりセーフティとか、確実にそのシステムが動くということも重要な

話であって、私どもは日本のいろんな基幹システムを取り扱っていますけれども、一番重要な

ことは、安全に、みんなが動いていることを知らないでもきちんと動いている、動かし続ける
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ということが重要だと思います。ＡＩと人間のエコシステム、Society 5.0 になると、もっと

それが高度なジャッジメントで動き出すので、もちろん故障であるとか悪意の人もいるでしょ

うが、そういうセーフティ、セキュリティのようなことがベースにないと、幾らいいハピネス

の社会だといっても空想になってしまう。 

 それで、先ほど、福岡構成員もおっしゃっていましたが、進めるべきことほど、そういう何

かブレーキかけるような議論がありますが、どのような科学技術でも、自動車、飛行機、原子

力発電、何でもいいですが必ずそういう要請があるので、そういうこととバランスをするとい

う話が先ほど出ましたけれども、私は、ハーモナイズ、調和するというようなキーワードが絶

対どこかに要るのではないかと思うので、そういったことを含めた形でのビジョンができると

いいと思います。 

 以上です。 

 

【須藤議長】 

 ありがとうございます。 

 大屋構成員、お願いします。 

 

【大屋構成員】 

 慶應義塾の大屋でございます。 

 前回別の会議のために中座しましたので、本当はそのときに補足した方がよかったかもしれ

ませんが、本日もあちらこちらで出てきたアカウンタビリティという概念について、多少補足

的にご説明をさせていただきます。 

 一つは、アカウンタビリティを「説明責任」と理解する場合には、そこで求められているの

は意味関係に関する描写であり、因果関係に関する描写ではないということです。典型的な区

別の例を挙げますと、「彼は歩道の脇に寄って近寄ってくる車に向けて手を上げた」というの

が因果関係の描写であり、「彼はタクシーをとめた」というのが意味関係の描写です。基本的

にアカウンタビリティが問題になる局面で我々が求めているのは後者、つまり、理由とか意味

をめぐる描写なので、これを例えばＡＩがいかに提供し得るというところが問題になる。因果

関係のプロセスとしては解明可能であるというのは、丸山構成員がご指摘になったことで、そ

のとおりだと思いますが、それを超えた何かを我々は求めている、というのが１つ目です。 

 もう一つは、さらに、その理由は、正当なものであることが含意されています。つまり、例



－４１－ 

えば裁判官のアカウンタビリティといったときに、「何でこの判決出したんですか」と聞いた

ら「機嫌が悪かったんです」と答えてもアカウンタビリティを果たしたことにはならないわけ

です。How ではなくて Why の問いに答えること、その Why の内容が正当なものとして認められ

ることがアカウンタビリティの要求であるというのが２つ目の話です。 

 ３つ目は、ところで、そのアカウンタビリティを「説明責任」と訳すのはまずい、と我々の

業界では昔からずっと言っているのではありますが、これは日本語が貧困なので仕方がないの

です。つまり、ここは本当に致命的なのですが、「責任」という言葉は欧米にはありません。

日本語では欧米にある多様な概念を全て「責任」の一語に落とし込んでしまったので、理解で

きなくなっているのです。アカウンタビリティについて言うと、説明をするというのは１つ目

の局面です。もう一つの局面は、正当な理由であるところの「説明」が与えられなければ償え

というのがアカウンタビリティです。ですから、きちんと説明をするか金を払うようにしとけ、

というのがアカウンタビリティの典型的な方策である。 

 もちろん、償えと言ったときに、その償いが何であるのか、償いとして適切なものは何であ

るのかという問題があり、それをＡＩが提供することができるのかというのが次の論点になる

わけであって、例えば生命損害に関するアカウンタビリティというのはかなり厳しい要求にな

る。一方で、例えば金銭についてＡＩが償えるようになるかといえば、それはなるでしょう、

恐らく。例えば法人にしてしまえばいい。あるいは、事業会社が十分な基金を積めばいいとい

うことになるわけですから、このあたりにゴーサインのありかはあるだろうというようなこと

が、アカウンタビリティを分析することによって出てきます。 

 ということで、珍しく法哲学者みたいなことを言いました。 

 

【須藤議長】 

 職業がそうですから、本領発揮です。ありがとうございます。 

 今の点については、中川構成員も文書を出していらっしゃいましたね。 

 

【中川構成員】 

 はい。私も、アカウンタビリティという概念は非常に不安定で、みなが「説明責任」と書い

たりして、いろいろよく分からないと思いますが、今、大屋構成員がおっしゃったことは正に

正当な話だと思います。同時に、それを受けた、アカウントを受けた側（がわ）、要するに説

明された側（がわ）も認識できなければいけないという側面も、ＡＩと共生していこうという
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観点からすると絶対避けて通れないと思います。ですから、実はここは、その目的のためにま

たＡＩ技術を使うという考え方もあるわけで、非常に重要なポイントだし、ＡＩと仲よくやっ

ていくためには避けられないポイントだと思っております。 

 

【須藤議長】 

 ありがとうございます。 

 久世さん。 

 

【日本アイ・ビー・エム 久世氏】 

 今の話も関連しますし、中川構成員と岩本構成員のヒューマン・ＡＩエコシステムは大変重

要な話です。この会議も人間中心のところがテーマになっていますが、その良い具体例が、北

野副議長が出された Medical ＡＩFast track の中の画像診断支援だと思います。これは、是

非、実現すべきですが、画像診断支援も、そのプロセスによって内容も変わってくるように思

います。まずスクリーニングをＡＩにさせて、その後で、人が診断するのか、または、まず人

が診断してからＡＩで検証するのか。時間の制約もあるので、同時に両者でやっておいて、人

は、おそらく時間かかるので、ＡＩが「これ危ないぞ」というものはすぐに医療現場に報告す

るのか。そうすると今度、医師とＡＩが違った解を出したときに、ここにアカウンタビリティ

が関わってくる。どうしてここが病気だと診断するのか理由を提示する必要があります。それ

が技術的に可能かどうかで、診断のプロセスも変わってくると思われますが、そのあたり、ど

のように考えておられるかを北野副議長に質問させてください。 

 

【北野副議長】 

 厚生労働省のコンソーシアムは、それがどうなるかということもきちんと掘っていくという

ところが目標です。今はどこでとまっているかというと、データがマニファクチャー、メーカ

ーの方に行かないところです。要するに、マニファクチャーは個別に病院やクリニックと契約

して、学習データを得ている。少し変わってきている事例もあると思いますが、ほとんどの場

合は、データを研究用には使ってよいけれども、商用には使ってはいけない、それだとつくれ

ないのです。これは変えないといけない。 

 ではこれを変えて、導入したときに、どういうモダリティでこういうシステムを使うのか。

スクリーニングなのか。あとＦＤＡは、最近、AI が確定診断してよいという承認を一件、こ
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れは眼科領域ですが、出ましたし、これから次々出てくると思います。それは、どういう状況

でＦＤＡとやっているか、我々はどうするのか等も含めて、その辺りは考えていかなくてはい

けない。この話は、進んでいくごとにどんどん新たな問題が出てくると思います。 

 ただ、それに直面しなければ分からないということではなくて、ある程度起きることはもう

想定できるのです。ですから、それを全部想定して、それに対するボトルネックは一体何なの

か、ロードブロック何なのかを全部、幾つかのシナリオをつくって、それを一気にいこうとい

うのが厚生労働省のコンソーシアムで今やろうとしていることです。 

 画像診断にしたのは、やはり一番それが早く、おそらく一番 low hanging fruits なのです

よね。ほかはもっとたくさん、いろいろあります。例えば Watson の例も、医科研で利用した

事例では、たしか医療行為ではなくて研究として許可されていて、医療行為とまだ認められて

いないと思います。あれをどうするかという問題も当然頭の中には入っています。忘れてはい

ません。ただ、画像がおそらく一番分かりやすくて明確だという意味で、まずそこからいこう

ということでありますが、そこでできたものを、迅速に横に展開しようと思っています。 

  

【日本アイ・ビー・エム 久世氏】 

 ありがとうございます。 

 その辺のエリアで日本の強みだとか、世界を日本がリードできるというような可能性はある

のでしょうか。 

 

【北野副議長】 

 可能性があるかどうか以上に、そこで先端を進むようにするということです。私は座長に指

名されましたので、なんとかこれを実現するスキームをつくっていきます。ただ、実際にやる

プレーヤー、人に気合いを入れてやっていただかなくてはいけない。ただし、それをとめる阻

害要因はできるだけ全部なくすと同時に、推進策を具体的な政策に落とし込むということをや

らないといけないと思います。これをどれだけ早く立ち上げられるかというのがあり、それも

すぐやれと言っています。 

 例えば、ガイドラインか何かを出して済む話と、省令等が必要なものと、立法措置が必要な

ものと、幾つかありますから、このトリアージは早くやらないといけない。全部待ってやって

いると何年もかかってゲームオーバーになるので、数か月でやれるものを優先する。例えば、

早くやれるなら年末までにはゴーを出すなど。どう進めるか、仕組みは厚生労働省の方と相談
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ですけれども、やれるものはあると思います。ですから、ガイドラインを出すとか、委員会の

声明とか、そういう仕組みでいいのか現時点では分かりませんが、やれば安心して進めてもら

えるとか、スタンダードを決めれば、法律や省令は要らないとか、学会とガイドラインを合意

すればそれで済むとかということは、これはもう数週間、数か月の単位で動きますから、そう

いうところから進めていくという形で、やはりスピード勝負なので、取り組む考えです。 

  

【須藤議長】 

 今の点に関係しますけれども、最近の報道で注目すべきは、エグゼビアと台湾政府が連携を

強化して、医療データ分析、特に画像分析は徹底的にやるとのことです。台湾政府の動きはす

ごく速いです。彼らはマイナンバー制度を持っていて、国民のデータは結構把握できる体制を

つくり上げています。だからこそエグゼビアも台湾政府にアプローチしたのだと思います。 

 日本は制度的な検討がなかなか進まないという状況なので、もう少しやはり、北野副議長の

おっしゃるように、スピードアップが必要ですね。 

 ほか、いかがですか。 

 羽鳥構成員、お願いします。 

 

【羽鳥構成員】 

 日本医師会羽鳥です。 

 私も北野副議長の厚労省保健医療分野におけるＡＩの委員会に入れてもらっています。ＡＩ

の必要性、活用についてはまったく同意であります。しかし、難病、希少疾患とか個人同定さ

れて傷つくことないように、やはり慎重な配慮が必要だと思います。 

 本日、個人情報委員会の方がいらっしゃるので、北野副議長がおっしゃっているようなこと、

ブロックするものではないという趣旨でやっていただけるとしたら、どこがネックになってい

るのか、具体的に明示していただけたらと思います。 

 

【個人情報保護委員会事務局 丸山参事官補佐】 

 すみません、厚生労働省の会議について詳細を承知しておらず、今申し上げることはできま

せん。申し訳ございません。 

 

【須藤議長】 
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 知財本部は何か、これに関係して言えることありますか。 

 

【知的財産戦略推進事務局 樫尾参事官補佐】 

 知財本部でもデータの利活用に伴って個人情報への配慮が必要になるということは一般論と

して承知しておりまして、医療分野では特にそれが先鋭的に問題になってくるという理解はご

ざいますが、個別の検討、厚生労働省の検討に関しては、すぐにはコメントできないという状

況です。 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございます。 

 中川構成員、どうぞ。 

 

【中川構成員】 

 今の点について一番問題なのは、恐らく画像単体で見てもそれは個人につながるということ

はほとんど考えにくい。あるいはゲノムでも、シーケンスの一部だけだったら絶対個人にはつ

ながらない。 

 ただ、それが問題になるのは、それと個人の症例とのリンケージがないと、実は研究が進ま

ないというところが一番問題で、そこをどういうふうに制度として落とし込んでいくかをしっ

かり詰めていただかないと先へ進めない。そこが正に非常に重要なポイントですので、北野副

議長にも是非その辺を意識して進めていただきたい。 

 それから、最近、次世代医療基盤法ができて、匿名化情報というのがありますが、実はなか

なか使いにくいだろうということは私も感じておりますので、もう一歩突っ込んだ制度的な議

論をしていただきたいと思っております。 

 

【須藤議長】 

 ありがとうございます。 

 丸山構成員、どうぞ。 

 

【丸山構成員】 

 大屋構成員、ありがとうございました。説明責任という意味が非常にクリアになって、私は
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よかったと思います。 

 そういう意味では、ディープラーニングが説明不能というのは全く別の話であって、このデ

ィープラーニングをどういう意図で使いたいから、どういうデータセットを持ってきて、とい

うようなことが説明だということで、皆さんもこの議論の中で共通理解として持っていただけ

ると大変うれしいなと思います。 

 もう１点、大屋構成員にお聞きしたいのですが、第一回の議論のときに、デジタル主権の件

で、「自由か、さもなくば幸福か」という本を紹介いただいて、大変面白い本でございました。

では、私たちが価値観として、ハピネスをトップレベルに置いていいのかどうかということに

ついては、議論の必要があるような気がいたします。 

 

【大屋構成員】 

 そこが問題です。ハピネスは非常に重要なもので、これがなくなるというのはあり得ないこ

とだと思います。一方で、やはりそれを、少なくとも現時点においては、自己決定とか自由と

いうものと両立する形で、いかに追求し得るか。 

 最近だと、米国のキャス・サンスティーンは自由も幸福も、みたいなビジョンを打ち出して

いるので、そういうことができるようにするといいというのが一つの路線かとは思います。 

 

【須藤議長】 

 ありがとうございます。 

 近藤構成員。 

 

【近藤構成員】 

 先ほど、中川構成員が、次世代医療情報通信基盤データは使いにくいというお話があって、

あれは私も構成員として参加しておりましたので、マイナンバー制度とどうしてうまく連携で

きないのかというのは勉強させていただいきましたが、やはり国民的議論というか、どういう

ことなのか、どう国民にメリットがあるのか、が分かりにくいということもあると思います。

伝わっていないということをもう少し関係者の方たちが、例えば中川構成員が、これでは困る

とおっしゃったときに、どうすればいいのかということを、もっときちんと政府の方たちも分

かる言葉で伝わるような努力をしていただく機会を増やしていただくといいと思います。先ほ

どのグーグルのお話の、市民への参加、説明ということを、本当にどういうふうにおやりにな
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っていきたいのかということを、もっと企業の方も政府の方も、国民の大多数はそんなに詳し

くないので、専門家ばかりが集まって話しても駄目だなとすごく思います。ですので、もう少

し分かりやすい言葉で伝わる工夫もしていただきたいなと切に思います。 

 以上です。 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございます。 

 最後に、江間構成員、お願いします。 

 

【江間構成員】 

 最後に言うほどのことでもありませんが、今の話の流れで言うのであれば、結構スピードが

勝負ということで、ものすごく考えなければならないことが多い一方で、この、AI-Ready な

社会がいつまでにできるとか、そういうスパンはあまり書いていないわけですよね。 

 察するに、すごい速さで変わり続けてゆくということが根底にあるのかなと思っていて、そ

れはつらいな、っていうのは若干あります。常にキャッチアップしなきゃいけないって、逃げ

切れる方々と違って、今の 20 代、30 代、10 代というのは常に学び続けて、変わり続けて、変

革し続けて、流動化し続けていかなければならない。その中で、変わり続けることがハピネス

であると定義するのであればいいのかもしれませんが、安心できる場所とか、じっくり物事を

考えられる場所とか、データではなく、きちんと人と向き合える場所みたいな、何かそういう

観点というか価値を大事にすることもあってほしいと個人的には思います。この二つは決して

片方やるから片方は全くないってことになるわけではないとは思いますが。 

今の統計的な学習にしろ、データから最適化して、情報が効率化してというようなものを見

ていくことで、もちろん生産性は上がることもありますが、農家の方やいろいろな現場の方に

お話聞いていると、データばっかり見るようになってしまうと聞きます。それによって時間短

縮できるけれども、人を逆に見なくなったとか、牛を見なくなったんじゃないかとか、そうい

う話も聞きます。 

 そういう観点含めて両輪で、先ほど、堀構成員の方から、人と機械を近づける努力という話

がありましたが、むしろ人の方が機械に合わせているような現状がおそらく短期的にはあると

思うので、何かその辺に関して、そうではないビジョンを日本から発信するというところでは、

何か言えることがあるのではないかと思います。 
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 あと、やはり変わり続けるところのつらさみたいなものというのは誰かが言わないと、こう

いう会議では結構みんないけいけどんどんで行ってしまう気がします。置いていかれる側（が

わ）、ＳＤＧｓも全員置いていかないというのを掲げているわけなので、そういう観点の意見

が一つあってもいいのかなと思いました。 

 以上です。 

 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございます。 

 極めてシリアスな話題で、本当にそうだと思います。江間構成員のおっしゃったとおりで、

私も先週、センター長を務める東京大学総合教育研究センターで若手の研究員と話したら、30

代だが不安、大学がどうなるか分からない、自分はどうなるんだろうと言っていました。正に

ＡＩがドライブしているところが結構多いので、みんな不安なんだなということを感じていま

す。これに対し、ロードマップやビジョンを示すということが重要で、この会議もそれに貢献

できるようにと思っています。ありがとうございます。 

 もう時間が過ぎましたが、新田参事官からお話がありましたように、今後事務局がまとめ、

またもう少しブラッシュアップした案を出すに当たって、本日はまだブレーンストーミングの

一環であり、皆様のご意見をお聞きしたいということでしたので、その趣旨でやっています。 

 私も堀構成員のおっしゃっているように、ＳＤＧｓというのは、項目でいうと 17 のクラス

ターがあって、更に分けると約 170 あります。そのどこに焦点を当てるか、恐らく１つではな

くて、それを連関させるというのが重要だと思います。 

 日本の課題として、政府でおっしゃっているように、エネルギー・資源問題、環境問題とい

うのはあります。例えば発展途上国は水質の問題、下水道・上水道の整備、これはスマートシ

ティと、予防医療に関わります。今の技術であれば、センサーで糞尿のデータ分析が即座にで

きて、ＡＩで更に高度な分析をして、この地域はこういう状態で、こういう医療の方向、ある

いは健康管理をした方がいいということも出せるはずです。 

 ビル・ゲイツが数年前、社員向けの講演で、我々は今後、発展途上国に水洗トイレを増やそ

うと言った。社員がみんな「何それ」と言ったが、これが、今言ったことなのです。センサー

つきの便座で、下水処理して出たメタンでメタン発電ができ、エコロジーにもなるわけです。 

 発展途上国では上水道・下水道の管理ができていない。日本の技術はかなりレベル高いです。



－４９－ 

ただし、グローバルには、フランスのスエズ等のレベルが非常に高くて、ほとんど世界を席巻

しています。そこと戦いながら、高度な技術、日本のエネルギー、あるいは都市インフラをつ

くる技術等もＡＩと絡めて展開するなどはやるべきだと思います。 

 TOTO は、何年か前にそういう便座の開発をしていたけれども、都市インフラまでアプロー

チする力はなかった。けれども、もうそろそろ考えてもいいとのこと。そういう TOTO や水質

モニタリングをやっている日立とか、いろいろ技術を持たれているわけで、そういうところと

もＡＩが連動して動ければ、面白いことができるだろうと思います。 

 時間が参りました。今後もまだブレーンストーミングできますので、何とかよいものをまと

めてＧ７、Ｇ20 に打って出られたらと思います。特に G20 のＩＣＴはつくばで開催されます

けれども、それにも 20 か国出てきますので、いろいろプレゼンをできればと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 では、事務局から最後にお願いします。 

 

【新田参事官】 

 今後の予定について、資料３にございますとおり、次回は９月５日の 14 時から 16 時、次々

回は 10 月２日の 16 時から 18 時でございます。 

 本日、皆様から頂いたコメントも踏まえて、資料１、あるいは机上配付資料１、３にありま

すような論点ですとか、この会合のアウトプットのブラッシュアップをしていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

【須藤議長】 

 どうもありがとうございました。 

 本日はこれにて閉会します。ありがとうございました。 

 

－閉会－ 

 


